
様
式
第
十
一
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
十
一
の
二
（
第
10条
関
係
）

信
託
登
録
申
請
書

（
円
）

特
許
庁
長
官

殿

（
平
成

年
月

日
）

収
入

印
紙

第
二
条
第
一
項
の
表
中
第
五
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

信
託
財
産

管
理
者

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法

律
第
百
八
号
）
第
六
十
六

条
第
四
項
及
び
法
第
八
条

の
規
定
に
よ
る
保
存
行
為

等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
。

申
請
書

イ

許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
行
為
の
概
要
を
記
載
し

た
書
面

ロ

許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

当
該
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と

き
。

平成˜ 年 月™Ÿ日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
三
中
第
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
五
号
づ
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

受
益
者
の
指
定
に
関
す
る
条
件
又
は
受
益
者
を
定
め
る
方
法
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

第
九
条
の
三
第
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

受
益
者
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

五

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
百
八
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨

六

信
託
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
の
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

七

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨

第
九
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
記
載
し
た
と
き
は
、同
項
第
一
号
の
受
益
者（
同

項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
益
者
代
理
人
が
代
理
す
る
受
益
者
に
限
る
。）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
、
様
式
第
三
十
四
」
を
「
か
ら
様
式
第
三
十
四
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第

二
項
」
を
「
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
特
許
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
許
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
項
中
「
移
転
お
よ
び
」
を
「
移
転
、」に
改
め
、「
制
限
」
の
下
に
「
及
び
信
託
に
よ
る
特
許
権
に
つ
い

て
の
変
更
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
変
更
」
の
下
に
「
又
は
更
正
」
を
加
え
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

信
託
の
登
録
を
申
請
す
る
と
き
は
、
申
請
書
は
、
様
式
第
十
一
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
、「
な
ら
び
に
」
を
「
並
び
に
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
特
許
信
託
原
簿
」
を
削
り
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

６

特
許
信
託
原
簿
の
事
項
欄
に
登
録
を
す
る
と
き
は
、
申
請
書
の
受
付
の
年
月
日
、
受
付
番
号
、
受
託
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
登
録
の
目
的
そ
の
他
申
請
書
に
掲
げ
た
事
項
の
う
ち
登
録
を
す
べ
き
権
利

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
一
条
中
「
特
許
登
録
令
第
五
十
七
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
に
よ
り
登
録
を
し
た
と
き
は
」
を
「
受
託
者
だ
け
で
申
請
を
行
つ
た
と
き
は
」
に
、「
登
録
権
利
者
」を「
受

託
者
」
に
改
め
る
。

１
特
許
番
号

２
権
利
の
表
示

３
登
録
の
目
的

信
託
の
登
録

４
申
請
人
（
受
託
者
）

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

（
国
籍
）

５
代
理
人

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

６
添
付
書
面
の
目
録

\
信
託
契
約
証
書

１
通

]
（

通
）

〔
備
考
〕

１
標
題
は
、「
信
託
登
録
申
請
書
」
と
記
載
す
る
。

２
「
登
録
の
目
的
」
の
欄
に
は
、「
信
託
の
登
録
」
と
記
載
す
る
。

３
「
申
請
人
（
受
託
者
）」又
は
「
代
理
人
」
の
欄
の
住
所
の
次
に
申
請
人
（
受
託
者
）
又
は
代
理
人
の
有

す
る
電
話
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
を
な
る
べ
く
記
載
す
る
。

４
そ
の
他
は
、
様
式
第
七
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で
、
６
及
び
８
、
10か
ら
13、

16か
ら
18ま
で
と
同
様
と

す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

実
用
新
案
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
二
第
五
項
中
「
移
転
お
よ
び
」
を
「
移
転
、」に
改
め
、「
制
限
」
の
下
に
「
及
び
信
託
に
よ
る
実
用
新
案

権
に
つ
い
て
の
変
更
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

（
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

意
匠
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
六
項
中
「
移
転
お
よ
び
」
を
「
移
転
、」に
改
め
、「
制
限
」
の
下
に
「
及
び
信
託
に
よ
る
意
匠
権
に
つ
い

て
の
変
更
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

（
商
標
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

商
標
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
六
項
中
「
商
標
権
お
よ
び
」
を
「
商
標
権
及
び
」
に
、「
移
転
お
よ
び
」
を
「
移
転
、」に
改
め
、「
制
限
」

の
下
に
「
及
び
信
託
に
よ
る
商
標
権
及
び
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
つ
い
て
の
変
更
」
を
加
え
、
同
条
第
七

項
及
び
第
八
項
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
通

商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
信
託
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
十
八
条
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
四
号
中
「
信
託
財
産
」
を
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
七
号
中
「
事
業
年
度
」
を
「
信
託
事
務
年
度
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
四
号
の
項
中
「
事
業
年
度
」
を
「
信
託
事
務
年
度
」
に
改
め
る
。
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